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＜目 次＞ 

～デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）～ 

デジタルトランスフォーメーションと聞いて、自動車がロボットに変形するトランスフォーマー

というＳＦ映画を想像したのは私だけでしょうか。 

最近では「ＤＸ」という文字を新聞紙上等で目にしない日はありません。ＤＸとは、デジタルツ

ールを使ったビジネス変革のことをいいます。テレビＣＭの影響もあってか、ＩＴツールを使っ

た事務の効率化というイメージが先行しているように思います。 

ＤＸと同様に広い意味でのデジタル化にデジタイゼーション（社内の特定の工程をデジタル

ツールにより効率化を図ること）とデジタライゼーション（自社内だけでなく外部環境やビジネス

戦略も含めたプロセス全体をデジタル化すること）という態様があります。さらに進んでデジタ

ル技術を活用し新たに商品やサービスを開発・提供して、価値を創出するために自ら変革

し、自社の目的を達成するための手段がＤＸであり、決して目先のコスト削減や効率化のこと

だけではありません。競争力の強化にはデジタル化は必須であり、そのためには自社が直面

する課題を明確にし、課題解決のために可能で最適な取組を考慮する等の事業変革の構想

力も問われそうです。 
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－２－ 

～親会社などへ支払う配当源泉が不要に～ 

令和５年１０月１日以後に支払う配当等について、支払先が一定の法人である場合には源

泉徴収をする必要がなくなりました。 

 

◆ 改正の背景 ◆ 
本来、配当等の源泉徴収は、税金の前払的性質があり、確定申告を通じて精算されるべきも

のです。しかし「完全子法人株式等」や「関連法人株式等」に係る配当等については、法人税

がほとんど課税されません。そのため、配当等に係る源泉徴収税額が還付されるケースが生

じていました。 

実際、会計検査院が一定期間の状況を調査したところ、対象法人について

発生した還付金額は約８９００億円となり、還付加算金が約３億６５００

万円もあったとの結果が出ています。このような還付が発生することによ

る税務署での事務負担や無視できない多額の還付加算金、そして源泉徴収

制度の趣旨などを踏まえて、法人税が課されないような一定の配当等について源泉徴収を不

要とする改正が、令和４年度税制改正でなされました。 

 

◆ 対象となる法人 ◆ 
改正により配当等に係る源泉徴収が不要となった法人は、下記①②いずれかの配当等を受

け取る一定の法人（※）です。 

※一定の法人とは、内国法人のうち一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び公益

財団法人を除く。）、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等と

みなされている法人をいいます。 

① 完全子法人株式等に該当する株式等（その内国法人が自己の名義をもって有するもの

に限る。②において同じ。）に係る配当等 

「完全子法人株式等」とは、法人が他の内国法人の発行済株式等（自己株式を除く）の全部

を、配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して有する場合のその株式等をいいます。

ただし、①の株式等は、自己名義分のみで完全子法人株式等に該当する場合に限られる点が

法人税法の「完全子会社株式等」と相違しますので、ご注意ください。 

② 基準日等においてその内国法人が保有する他の内国法人（一般社団法人等を除く。）

の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が３分の１超である場合における、当該

他の内国法人の株式等（①の株式等を除く。）に係る配当等 

②の株式等は、いわゆる「関連法人株式等」に相当しますが、法人税法での取扱いとは次の

２点で異なります。 

㋑ 自己名義分のみで保有数をカウントする。 

㋺ 保有割合を「基準日等」の一時点で判定する。 

 

このように、原則として配当等の全額が益金不算入となり法人税が課されない「完全子法

人株式等」や「関連法人株式等」とは異なる点があります。上記の違いは、源泉徴収を行う法

人が判定しやすいようにするためです。 

親子会社間での配当などについて源泉徴収する際の判定は、注意が必要です。 

                                         (作成：朝山善明)  



－３－ 

どうする？電帳法 

電子帳簿保存法について、義務である電子取引の猶予期間が令和５年１２月３１日をもって終了し

ます。よくわからないので何も対応していないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。具体的に

何をしなければいけないのか、最低限やらなければいけないことを再確認したいと思います。 

１． 電子取引【義務】→要対応 
電子取引については①検索機能②改ざん防止③見読可能装置の３要件が必要とされていました。

この中で①検索要件を満たすのが手間やコストがかかります。前々期の売上が５０００万円以下の事

業者については他の要件を満たせば検索要件が不要となり、その他の事業者については「相当の

理由」に該当することで保存要件が不要となります。「相当の理由」にはシステム等や社内のワークフ

ローの整備が間に合わない、といった理由でも認められるそうなので、幅広い理由が該当しそうです。 

２． 電子帳簿等の保存【任意】→様子見 
下記に掲げる「優良な電子帳簿」の要件をすべて満たせば、修正申告をする際に課される過少申

告加算税が５％減免されるという優遇措置があります。定期的に税務調査を受ける会社については

検討の余地があるといえるのではないでしょうか。 

要 件 優良な電子帳簿 一般の電子帳簿 

訂正・削除の履歴等が確認できる ○ － 

電子記録事項と他の帳簿記録事項が相互に関連性を確認できる ○ － 

マニュアル等のシステム関係書類の備え付け ○ ○ 

ディスプレイ等の確保 ○ ○ 

検索要件（年月日・金額・取引先により検索できる等） ○ － 

税務職員によるダウンロードの求めに応じることができる － ○ 

３． スキャナ保存【任意】→コスト面等で余裕があれば対応 
ソフトなどの設備導入のコストやマニュアルなどの運用体制の構築が必要となります。これを機に、

一度ご検討ください。 

電子帳簿保存法の対象 
任意／

義務 
内 容 

1. 電子取引 
見積書・注文書 

領収書・請求書のＰＤＦ等 
義務 データで受け取ったものはデータで保存 

２．電子帳簿等 
総勘定元帳 
仕訳帳 など 

任意 
帳簿書類等を電子データで保存すれば紙で総勘定

元帳等を保存する必要がない（税制優遇あり） 

３．スキャナ保存 
見積書・注文書 

領収書・請求書など 
任意 

紙で受け取った領収書等をスキャン保存すれば紙の

領収書等を保存する必要がない 

要 件 原則 
前々期の 

売上5,000万円以下 

相当の理由 

（猶予措置） 

① 検索機能  （手間、コスト大） 〇 － － 

② 改ざん防止（事務処理規定のみでＯＫ） 〇 〇 － 

③ 見読可能装置（PC、プリンタがあればＯＫ） 〇 〇 － 

ダウンロード対応 （フォルダにまとめて保存）   〇 〇 

出力書面の提出（取引年月、取引先ごと要整理）   〇 〇 



－４－ 

～年収の壁・支援強化パッケージ～ 
パートやアルバイトの方などが「年収の壁」を超えて働くと社会保険料の支払いが発生し、手取り

が減ってしまいます。この年収の壁を意識せずに働ける制度について、簡単にご紹介いたします。 

【１０６万円の壁への対応】 

年収１０６万円以上になると厚生年金保険・健康保険に加入するため、保険料負担を避け、働く

時間を調整している。 

◆企業への支援：キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設 

   労働者の厚生年金保険・健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組①保険料相

当額の手当支給や賃上げ、②所定労働時間の延長を行った事業主に対して、労働者１人当たり

最大５０万円を助成します。なお、実施にあたり支給申請の事務手続きも簡単になりました。 

◆社会保険適用促進手当 

   事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担

分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。 

【１３０万円の壁への対応】 

年収１３０万円以上になると国民年金・国民健康保険に加入するため、保険料負担を避け、働く

時間を調整している。 

◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化 

繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を

証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みです。 

【配偶者手当への対応】 

◆企業の配偶者手当の見直しの促進 

企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順を示すフローチャートなどの

分かりやすい資料が厚生労働省のホームページに公表されていますので、ご覧くださ

い。                                       （作成：平野順子） 

『傲慢と善良』 

著者 : 辻村深月 

発行 : あさひ文庫 

          それぞれ３０代の西澤架と坂庭真実は、婚活

 アプリで知り合い、一緒に住んでおり結婚も決ま

っていた。しかしある夜、真実は突如として失踪した。その居場所

を探すため、架は彼女の「過去」と向き合うことになる。 

相手を値踏みすること自体が傲慢？婚活だけではなく、友達

間にもありえる話。また、その元には母娘の共依存が原因かもし

れないと、色々考えさせられるほど人間の本質に迫ったリアルな

心情描写が描かれています。 

私にとっての善良は、誰かにとっては傲慢になり得るし、かとい

って私にとっての傲慢が誰かにとっては善良に映ったりもする訳

で それなら自分の思うままにとも思うけど、これはただの傲慢な

のかもしれない。 

作中の『うまくいくのは、自分が欲しいものがちゃんとわかって

いる人です。自分の生活を今後どうしていきたいかが見えている

人。ビジョンのある人』簡単なようで、とても難しい・・・。 

－編集後記－ 

今年も残り１か月となりまし

たが、気温も２０度近くになっ

たり、１０度ほどだったりと体調

管理がとても辛い今日この頃

です。関西ではまだ紅葉の見

頃スポットがあるそうです。あ

る場所では紅葉を、ある場所

ではクリスマスムードを。四季

の感覚が混乱していまいそう

です。 

季節の変わり目に出てくる

「服はあるのに着る服がない」

問題。原因の一つはコーディ

ネートを考えずに服を買うから

だそうです。さらに、タンスの

肥やしになっていても、もった

いなく捨てられない負のルー

プ。新年の準備に整理・断捨

離し気持ちの良い新年を迎え

たいです。    （萩原千紗） 


